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第 12章 台湾における大学教員資格制度

楊 武勲

(国立墜南国際大学)

はじめに

台湾の高等教育機関は設置主体によれば､公立 (国立､公立を含む)､私立 (財団法人)にわ

けられる｡そこで､法律主義に基づき､専門学校､独立学院 (単科大学)､大学を含む高等教育

機関の教員資格はほぼ同じ法令によって規定されている｡これ らの法令に基づき､各大学がさら

に詳細な学内規定を定めている｡

1.大学教員の身分 ･地位 (公務員,被雇用者 etc.規制する法制)

大学教員の身分 ･地位を規制する法律は ｢大学法｣ (1948年制定､2011年 1月 26日修正)､

｢教育人員任用候例｣ (1985年制定､2009年 11月 18日修正)､ ｢教師法｣ (1995年制定､

2009年 11月 25 日修正)が挙げられ､それぞれの施行細則も設けられている｡ ｢大学法｣第

17条～22条は大学教員身分 ･任用について規定している｡大学教員は教授､副教授 (准教授に

相当)､助理教授､講師に分かれ､授業､研究及び補導を行 う｡そこで､教育､研究の需要に応

じるため､大学は助教をおくことができる (同法第 17条)｡ すなわち､助教の職務は主に大学

事務に協力すると定められている｡

｢教育人員任用候例｣は ｢公立｣学校 ･大学の教員資格を規定している｡公立学校の教員は契

約関係によって教育 ･研究を行 うもので､一般公務員のように法律所定の職務を執行 し､上司の

監督に従 うこととは異なり､ ｢公務員服務法｣第 24条で言 う ｢公務員｣と区別されている (最

高裁判官 1992年釈字第 308号 ;許禎元､2006､206ページ)｡ そこで高等教育機関の教員の

採用資格 ･昇進は資格認定を行 う｡資格認定の方法は教育部が定める｡

｢教師法｣は教員の権利 ･義務を明確 とし､その仕事と生活を保障し､教員専門的地位を向上

させることを目的とする｡同法では教員の資格､採用､権利､義務､待遇､研修､研究､休暇､

退職､恩給､退職､保険､教員組合､不服申入れ､訴訟などが規定されている｡

第 12重 台湾 にお ける大学教 員資格 制度

機 武勲

(国立蛭繭国際大学)

はじめに

台湾の高等教育機E掛ま設班主体によれば､公立 (国立､公立を含む)､私立 (財団法人)にわ

けられる｡そこで､法律主義に基づき､中門学校､独立学院 (単科大学)､大学を含む両等教育

機関の教員資格はほぼ同 じ法令によって規定されている｡ これ らの法令に韮づき､各大学がさら

に詳細な学内規定を定めている｡

1 大学教員の身分 ･地位 (公務員.被雇用者 etc規制する法制)

大学教員の身分 ･地位を規制する法紬は ｢大学法｣ (1948年制定､2011年 1月 26El修正)

｢教育人月任用帳例｣ (1985年制定､2009年 11月 18日修正)､ ｢教師法｣ (1995年制定､

2009年 11月 25日修正)が挙げられ､それぞれの施行細則も設けられている｡ ｢大学法｣第

17粂～22灸は大学教員身分 ･任用について規定 している｡大学教凸は教授､副教授 (祉教授に

相当)､助冴教授､講師に分かれ､授菜､研究及び補導を行 う｡そこで､教育､研究の需要に応

じるため､大学は助教をおくことができる (同法第 17粂)｡すなわち､助教の職務は主に大学

耶務に協力すると定められている｡

｢教育人月任用偵例｣は r公立｣学校 ･大学の教fl資格を規定 している｡公立学校の教員は契

約関係によって教育 .研究を行 うもので､一般公務flのように法相所定の職務を執行 し､上司の

監督に従 うこととは果な り､ ｢公務員服耕法｣第 24条で言 う ｢公務員｣と区別 されている (般

高裁判包 1992年釈字第 308号 .許禎元､2006､206ページ)｡そこで高等教育機関の数日の

採用資格 ･昇進は資格認定を行 う｡資格認定の方法は教育部が定める.

｢教師法｣は教員の権利 ･兵務を明確とし､その仕碑 と生活を保障 し､教員専門的地位を向上

させることを目的とする｡同法では教員の資格､採用､権利､凝務､待遇､研修､研究､休暇､

退職､恩給､退職､保険､教員組合､不服申入れ､訴訟などが規定されている.
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2.大学教員の種類及び職務 (職階,数,パー トタイム/フルタイムの区別)

高等教育機関の教員は雇用形態によって､専任 と兼任 (非常勤)に分かれ､それぞれの権利

(給与､保険､退職金､各種手当て､休暇)と義務 (研究､教育､サービス､補導)が違ってい

る｡

専任教員の中では教員枠を占める一般教員のほか､講座教授､専門技術者､研究員や ｢聴任専

任教員｣がある｡講座教授は優れた貢献を持つと認められ､採用のときに著作審査を免除され､

任期制に基づき優遇的な給料で雇用されるものである｡専門技術者 と研究員は学校のニーズを応

じた必須な教員 として雇用されるもので､その階級が専任の教授､副教授､助理教授 と同様に扱

われる｡ そして､ ｢聴任専任教員｣は競争的な資金やその他の財源で雇用されるもので､そのほ

とんどが助理教授 として採用され､任期の更新が年に一回である｡

兼任教員は大学のニーズによって授業時間数で雇用され､主に授業を行 う｡大学側は時間数に

基づく講師代､交通費のみを支給する｡ただ､所属本務の大学に昇進を申請することが可能であ

る｡たとえば､兼任講師から兼任助理教授-昇格するとき､所定の手続き､審査を経て､ ｢兼任

助理教授｣の教員免許をもらえる｡

教員は教授､副教授､助理教授､講師の四つの職階があり､助教 (特に 1998年以降採用され

たもの)は主に行政事務を従事するものである｡ それぞれの資格は下記のとお りである｡

(A)教授 :下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)博士学位または同等学歴

の証書を持ち､八年以上関係分野の研究を行った専門的職業または職務､または創作､発明があ

り､学術上重要な貢献または重要な専門著作を持っていること｡ (2)三年以上副教授を勤務 し､

成績優良でかつ重要な専門著作を持っていること｡

(B)副教授 :下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)博士学位または同等学

歴の証書を持ち､関係分野の研究を四年以上行った専門的職業または職務､かつ専門著作を持っ

ていること｡ (2)三年以上助理教授を勤務 し､成績優良でかつ専門著作を持っていること｡

(C)助理教授 :下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)博士学位または同等

学歴証書を持ち､成績優良でかつ専門著作を持っていること｡ (2)修士学位または同等学歴の

証書を持ち､関係分野の研究を四年以上行った専門的職業または職務を勤務 し､成績優良でかつ

専門著作を持っていること｡ (3)大学または独立学院の医学学科､中医学科 (東洋医学)､歯

学学科を卒業し､九年以上臨床の仕事 (その中､四年以上医学センターの勤務医を勤務 したこと)

を勤務 し､かつ成績優良で､専門著作を持っていること｡ (4)講師を三年以上勤務 し､成績優

良でかつ専門著作を持っていること｡

2 大学教員の種類及び織務 (織階.敬.パー トタイム/フルタイムの区別)

F:石等教育機l葵Jの教員は雇用形態によって､専任 と兼任 (非常朔)に分かれ､それぞれの権利

(給与､保険､i即故金､各種手当て､休暇)と森務 (研究､教育､サーヒス､補導)が違ってい

る｡

呼任敏flの中では教D枠を占める一般教員のほか､講座教授､呼門技術者､研究員や r聴任申

任教員｣がある｡音符座教授は優れた貢献を持つと認められ､採用のときに著作審査を免除され､

任期制に基づき優遇的な給料で雇用されるものである｡互即〔】技術者と研究Dは学校のニーズを応

じた必須な教月として雇用されるもので､その階級が馴 壬の教授､副教授､助理教授と同様に扱

われる｡そして､ ｢聴任専任教員｣は競争的な資金やその他の財齢で雇用されるもので､そのほ

とんどが助理教授として採用され､任期の更新が年に-E)である｡

兼任教員は大学のニーズによって授菜時間数で雇用され､主に授業を行 う｡大学側は時FF'fJ数に

基づく音符師代､交通ぎゃのみを支給する｡ただ､所属本務の大学に昇進を[帽-け ることが可能であ

る.たとえば､邦亡任言結節から非任助理教授-弟格するとき､所定の手続き,帝35=を経て, ｢雅任

助冴教授｣の教員免許をもらえるc

数Ljは教授､副教授､助理教授､言掛師の四つの職階があり､助敬 (特に 1998年以降採用され

たもの)は主に行政訴務を従郡するものである｡それぞれの資格は下記のとお りである｡

(A)教授 下記の中の一つの資格を持たなければならない. (1)博士学位または同等学歴

の証密を持ち､八年以上関係分野の研究を行った呼門的雌羊または職務､または創作､発明があ

り､学術上志賀な貢献または韮安な専門著作を持っていることO (2)三年以上副教授を物耕 し､

戚紅燈良でかつ韮聖な中門著作を持っていること｡

(B)副教授 下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)博士学位または同等学

歴の証草芋を持ち､関係分野の研究を凶年以上行った専門的職業または職務､かつ専門著作を持っ

ていること｡ (2)三年以上助骨教授を勤務 し､成績優良でかつ印門著作を持っていること｡

(C)助理数授 下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)紳士学位または同等

学歴証て!芋を持ち､成績優良でかつ中門著作を持っていること｡ (2)修士学位または同等学歴の

言正挙Fを持ち､L奨1係分野の研究を凶年以上行った野門的雌羊または職務を勤務 し､成杭優良でかつ

専門著作を持っていること. (3)大学または独立学院の医学学科､中医学科 (東洋医学)､歯

学学科を卒英し､九年以上臨床の仕神:(その中､四年以上医学センターの勤務医を勤務 したこと)

を勤務 し､かつ成紡優良で､王馴】Fl著作を持っていること. (4)誰師を三年以上勤務 し､成慕芹優

良でかつ中門著作を持っていることO
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(D)講師 :下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)研究院または大学院の修

士学位または同等学歴の証書を持ち､かつ成績優良のもの｡ (2)大学または独立学院を卒業し､

助教を四年以上勤務 し教育または研究に協力し､成績優良で､かつ専門著作を持っていること｡

(3)大学または独立学院を卒業し､六年以上関係分野の研究を行った専門的職業または職務を

勤務 し､成績優良でかつ専門著作を持っていること｡

(E)助教 :下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)大学または独立学院を卒

業し､成績優良のもの｡ (2)三年制専門学校を卒業し､二年以上関係分野の研究を行った専門

的職業または職務を勤務 し､または二年制 ･五年制専門学校を卒業し､二年以上関係分野の研究

を行った専門的職業または職務を勤務 し､成績優良のもの｡

その中で､ ｢助理教授｣は 1997年 3月 21日に新設された職階である｡ そこで､1997年 3月

21日に以前よりすでに講師になり､しかも持続的に授業を行ったものは､資格条件を満たした

ら ｢副教授｣-の昇格を申請できる｡それに対して､1997年 3月 21日以降講師になって､持

続的に授業を行ったものは､資格条件を満たしたら ｢助理教授｣-の昇格を申請できるとされる

(教育人員任用条例施行細則第 6条)｡

1980年代後半より高等教育大衆化に伴い､専任教員人数が増加 した一途を走ってきた｡専任

教員人数の推移をみると､1991年の 29,444人から 2000年の 43,391人､そして 2005年の

49,601人-､2009年の 50,685人-と増えてきた｡1995年までは専門学校の教員人数が独立学

院､大学より多かったが､2000年以降は大学の教員人数が増えて､過半数になった｡その理由

は 1990代後半より､専門学校が競って独立学院-昇格 し､独立学院がさらに大学-昇格したわ

けである｡

(D)講師 下記の中の一つの資格を持たなければならない｡ (1)研究院または大学院の修

士学位または同等学歴の評むを持ち､かつ成績優良のもの｡ (2)大学または独立学院を卒恭し

助教を四年以上物耕し教苛または研究に協力し､成績優良で､かつ専門著作を持っていること.

(3)大学または独立学院を卒業 し､六年以上関係分野の研究を行った呼門的暇菜または職務を

物耕 し､成績優良でかつ専門著作を持っていること.

(E)助教 下冨己の中の-つの資格を持たなければならないO (1)大学または独立学院を卒

菜し､成紙優良のもの. (2)三年制ilj:I]Fl学校を卒業し､二年以上関係分野の研究を行った王馴】rl

的職菜または職務を勤務 し､または二年制 .五年制中門学校を卒業し､二年以上Fil係分野の研究

を行った専門的職業または職務を物耕 し､成紡優良のもの｡

その中で､ ｢助理教授｣は 1997年 3月 21日に新設された職階である｡そこで､1997年 3月

21日に以前よりすでに講師になり､しかも持続的に授菜を行ったものは､資格条件を満たした

ら ｢副教授｣-の昇格を中計iできる.それに対 して､1997年 3月 21日以降冨井師になって､持

縦的に授英を行ったものは､資格条件を満たしたら ｢助理教授｣-の昇格を中富l■iできるとされる

(教育人月任用条例施行細則第 6粂)｡

1980年代後半より戸▲.S等教育大衆化に伴い､申任致D人数が増加 した一途を走ってきた｡王辞任

教員人数の推移をみると､1991年の 29,444人から 2000年の 43,391人､そして 2005年の

49,601人へ､2009年の 50,685人-と増えてきた01995年までは中門学校の数日人数が独立学

院､大学より多かったが､2000年以降は大学の教D人数が増えて､過半数になった｡その理由

は 1990代後半より､専門学校が競って独立学院-タt格 し､独立学院がさらに大等-4-]略したわ

けである｡
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表 1 台湾高等教育機関における専任教員人数の推移

年度 専門学校 独立学院 大学 合計

1991 12,620 4,905 ll,919 29,444

1995 15,442 6,592 14,314 36,348

2000 16,295 3,826 23,270 43,391

2005 1,554 12,330 35,717 49,601

(出典)教育部統計処 (2011.3.14) ｢歴年学校数､教員､職員､学級､学生および卒業生人

(1950-2010学年度)｣

http://www.edu.tw伯1es/site_content/boo13/seriesdata.xls

注 :2009年度より1997年 3月 21日以前 ｢助教｣を勤務 したものは ｢専任教員｣と扱われ､そ

の以降勤務したものは ｢職員｣人数に加算される｡

2009年度の専任教員人数の内訳をみれば､一番多いのが副教授 14,402人で､次いでは助理

教授それぞれ 14,000人､教授 10,275人､講師 9,374人､そのたの教員 2,162人､助教 471人

である｡ 性別をみれば､男性が全体の三分の二を占めている｡ 女性が高く占めた比率は講師

(51.27%)しかない｡そこで教授､副教授では男性が圧倒的に多い｡

表 2 2010年度専任教員の内枠

職階 人数 男性 女性

教授 10,275 8,431 1,844

副教授 14,402 10,182 4,220

助理教授 14,000 9,081 4,919

講師 9,374 4,568 4,806

その他の教員 2,162 1,070 1,092

助教 471 123 348

(出典)教育部統計処 (2010.12.28) ｢大専校院校別専任教師数｣

http://www.edu.tw/Statistics/content.aspx?site_content_sn=25760

表 1 台招福等教育機rAHこおける呼任教fl人数の推移

年度 大学 合計

1991 12,620 4,905 ll,919 29,444

1995 15,442 6,592 14,314 36,348

2000 16,295 3,826 23,270 43,391

2005 1,554 12,330 35,717 49,601

(出典)教育部統計処 (2011314) ｢歴年学校数､教員､職員､学級､学生および卒業生人

(1950-2010学年度)｣

http//wwwedutw/fileslsLte_COntent/bOO13/serleSdataxls

注 2009年度より1997年 3月 21日以前 ｢助致｣を勤務 したものは ｢iilJ一任教員｣と扱われ､そ

の以降勤務したものは ｢職11｣人数に加井される｡

2009年度の専任教員人数の内訳をみれば､一番多いのが副教授 14,402人で､次いでは助理

教授それぞれ 14,000人､教授 10,275人､講師 9,374人､そのたの数日 2,162人､助教 471人

であるQ性別をみれば､男性が全体の三分の二を占めている｡女性が高く占めた比率は講師

(5127%)しかない｡そこで教授､副教授では男性が圧倒的に多い｡

穀2 2010年度称任教員の内枠

職階 人数 男性 女性

教授 10,275 8,431 1,844

副教授 14,402 10,182 4,220

助理教授 14,000 9,081 4,919

冨推師 9,374 4,568 4,806

その他の教員 2,162 1,070 1,092

助教 471 123 348

(出典)教育部統計処 (20101228) ｢大串校院校別専任教師数｣

http//wwwedutw/StatlStlCS/contentaspxウsLte_COntenLSn=25760
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3.大学教員の資格の有無

教員の任用と昇進には資格審査が行われなければならない｡その方式は教育部が定めるとされ

る (｢教師法｣第 14条第 5項)｡

(A)二段階審査

教授､副教授､助理教授､講師の資格審査は二段階で行 う｡第一段階では大学が行い､第二段

階では教育部学術審議委員会が行 う (教師法第 4条､第 8条)｡ 一般的には第一段階では大学

は学科､学部､大学の三つのレベルで ｢教員評審委員会｣をつくり､順番に ｢三級三春｣ (三段

階で三回の審査)を行 う｡なお､ ｢教員評審委員会｣の構成員の職階は審査を受けるものより高

いとされ､レベルがもっとも高い ｢教員評審委員会｣の委員 (学外委員含む)の性別はバランス

の措置を講じなければならない｡言い換えれば､女性委員の割合は三分の一以上でなければなら

ない｡

普段､第二段階では教育部は実質審査を行 うが､大学自治を推進し､審査時間を短縮するため

には､1991年より学内審査を認められた大学は増えている｡ すなわち､教育部の学内審査を承

認した大学から提出された審査案が教育部が形式的審査だけを行 う (｢教育部授権専科以上学校

自行審査教師資格作業要点｣)｡ 2009年に第二段階の審査決定権が認められた大学は 48校-

増えている｡

(B)審査内容

審査内容は ｢学位審査｣と ｢著作審査｣であり､具体的には卒業証書､教員免許､年功証明と

専門著作が挙げられる｡そこで､国外学位の審査については教育部の承認した外国大学以外のも

のから学位を授与された場合は､教育部学術審議委員会が申請者の出身大学の質､学位の種類､

出入国記録などの審査を行 う｡国外学位を授与する大学にかかわる審査は教育部認定の外国大学､

学位の種類のリス トに基づき行 う｡ リス ト以外のものは､別途の審査を行 う｡たとえば､日本の

論文博士､大学､短大の学位が認められるが､専修学校の学位が認められない｡医学系の学位は

アメリカ､EUを含む 9地域のもののみが認められる｡ ヨーロッパの芸術系の学位の認定はリス

トにあるものに限定されている｡

｢専門著作審査｣とは ｢教員評審委員会｣の決議によって､三人の学外専門者の審査 (外部審

査)を受けることを指す｡その中身は必ずオリジナルで､かつ公開に出版された専門書籍や学術

論文に限られるものである｡二種類以上の著作があれば､自己判断で ｢代表著作｣と ｢参考著作｣

に分ける｡前者は前の職階に昇進した後の五年以内に出版されたもので､後者は前の職階に昇進

した後の七年以内に出版されたものとされる (専科以上学校教師資格審定弁法第 11条)｡ なお､

3 大学教員の資格の有無

敏flの任用と昇進には資格審査が行われなければならない｡その方式は教育部が定めるとされ

る (｢教師法｣荊 14粂荊5項)｡

(A)二段F堺市査

教授､副教授､助理教授､言掛師の資格審査は二段階で行 う｡第一段階では大学が行い､第二段

階では教育部学術密談委員会が行 う (教師法第 4条､第 8粂)｡-般的には第-段階では大学

は学科､学部､大学の三つのレ-ルで ｢教員評帝委員会｣をつくり､順番に ｢三級三番｣ (三段

階で三回の布衣)を行 うOなお､ r教月評審委員会｣の構成員の職階は審査を受けるものより高

いとされ､レ-′レがt)つとも高い ｢教員評審委員会｣の委員 (学外委員含む)の性別はバランス

の措位を言耗じなければならない｡言い換えれば､女性委員の割合は三分の一以上でなければなら

ない｡

恐段､荊二段階では教育部は実質帝査を行 うが､大等自治を推進 し､審査時間を短縮するため

には､1991年より学内事変を認められた大学は増えている｡すなわち､教背部の学内帝盃を承

認 した大学から提出された審査秦が教育部が形式的審査だけを行 う (｢教育部授権印科以上学校

自行帝査教師資格作業要点｣)｡2009年に第二段階の番茶決定橋が認められた大学は 48校へ

増えている.

(a)審査内容

審査内容は ｢学位審査｣と r著作審査Jであり､只体的には卒英諏む､教11免許､年功評明と

専門著作が挙げられる.そこで､国外学位の審査については教育部の承音鼓した外国大学以外のも

のから学位を授与された場合は､教育部学術審誠委fl会が申珊者の出身大学の質､学位の種軒､

出入国記録などの帝査を行 う｡国外学位を授与する大学にかかわる審査は教育部認定の外国大学､

学位の権類のリス トに基づき行 う｡ リス ト以外のものは､別途の審査を行 う｡たとえば､日本の

論文博士､大学､短大の学位が認められるが､呼修学校の学位が認められない｡医学系の学位は

アメリカ､EUを含む 9地域のもののみが認められる｡ ヨーロッパの芸術系の学位の認定はリス

トにあるt)のに限定されている.

｢王掛IE慨 作布衣｣とは r教員評市委員会｣の決矧 こよって､三人の学外専門者の事変 (外部帝

塞)を受けることを指す｡その中身は必ずオリジナルで､かつ公FJ削こ出版された中門PJr籍や学術

論文に限られるものである.二種類以上の著作があれば､自己判断で ｢代表著作｣と ｢参考老作｣

に分ける.前者は前の職階にP進 した後の五年以内に出版されたもので､後者は前の職r掛こ昇進

した後の七年以内に出版されたものとされる (呼科以上学校数師資格事定井法第 11粂)Cなお､
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｢代表著作｣は申請者の授業内容にかかわるものに限られる上､学位論文の一部ではないものに

も限定される (同法第 13条)｡

ただ､芸術系､体育系､応用科学技術の資格審査の場合は､専門著作のかわりに､作品､受賞

証明､技術報告で行 うことができる (教育人員任用条例第 14条第 4項)｡

そこで､審査書類の不備､偽造､変造または著作､作品､受賞証明､技術報告における剰窃な

ど学術倫理に違反したものが確認されると､違反の程度によって､一年間から十年間の審査不受

理と課される (専科以上学校教師資格審定弁法第 37条､ ｢専科以上学校教師違反送審教師資格

規定処理原則｣)｡

専任 ･兼任教員を問わず､資格審査に合格したものは教育部に教員免許を発行される｡

4.大学教員の養成 (大学院,大学院における訓練)

一般的には､助教は専任職員として任用されるが､研究､教育をせずに､事務系の仕事に従事

するので､日本の ｢助手｣､ ｢助教｣の役割とは相違している｡

大学院の課程は碩士 (修士)と博士に分けられ､それぞれの修業年限が 1-4年､2-7年であ

る｡ 学生の身分によれば､一般学生と社会人学生で､大学によって､入試方法やカリキュラムな

どが違 うことがある｡ 一般的には､大学院生がパー トタームで TA (TeachingAssistant)､

RA(ResearchAssistant)を担当することができる｡ 博士課程の院生が兼任教員 として大学に雇

われることもある｡ とくに､所定の課程を修了して､まだ論文を提出していない者が兼任教員と

して採用される比率が比較的に高い｡そこで､兼任教員の資格審査の手続きが基本的には専任教

員と同様に扱われる｡兼任教員は職能開発の活動に参加するのが可能であるが､普段は義務付け

られるものではない｡

研究面では大学院生が国家科学委員会研究費計画 (科研費に相当)の RA (専任 ･兼任)とし

て任用され､または研究協力者として計画に参加すると､研究能力の向上や経歴の蓄積に役立っ｡

5.大学教員の任用 (採用主体 ･手続,公募/指名,選考方法,採用の一般的な基準)

(A)採用主体 ･手続

教員採用の主体は各大学である｡ 採用にあたっては ｢公平､公正､公開｣の原則に沿って行 う

ため､マス ･メディアまたは学術誌などで公募しなければならない (大学法第 18条､教育人員

任用条例第 26条)｡ そこで､学科主任または大学院研究科長が人事部を通し､公募に申請した

者の書類を学科 (大学院)､学部､全学の教員評審委員会に提出する｡審査に合格したものは学

長が任用する｡教員評審委員会の設置方法は教育部が定める｡

｢代表著作｣は中書17名の授菜内容にかかわるものに限られる上､学位陥文の一部ではないものに

も限定される (同法5,13粂)｡

ただ､芸術系､体育系､応用科学技術の資格審査の場合は､専門著作のかわりに､作品､受fi'

;iLl明､技術報告で行うことができる (教育人fl任用条例第 14粂第 4ユ賀)｡

そこで､審査む狂lの不備､偽造､変造または著作､作品､受fi師明､技術報告における剰窃な

ど学術倫理に違反 したものが確言誉されると､速反の程度によって､-年間から十年間の審査不受

理と訳される (申科以上学校教師資格市定弁払第 37灸､ ｢野科以上学校教師達反送辞教師資格

規定処冴原則｣)｡

専任 .北住教員を問わず､資格審査に合格 したものは教育部に教員免許を発行される｡

4 大学教員の養成 (大学院.大学院における訓練)

一般的には､助教は専任職員として任用されるが､研究､教育をせずに､王Ii務系の仕王糾こ従訴

するので､El本の ｢助手｣､ r助教｣の役割とは相迎 している｡

大学院の取程は碩士 (修士)と博士に分けられ､それぞれの修菜年限が 1-4年､2-7年であ

る｡学生の身分によれば､一般学生と社会人学生で､大学によって､入試方法やカリキュラムな

どが追 うことがある｡一般的には､大学院生がパー トタームで TA (TeachlngAssIStant)

RA(ResearchAssIStant)を担当することができる｡博士秋程の院生が兼任教11として大学に雇

われることもある｡とくに､所定の秋程を修了して､まだ鮪文を挺出していない者が燕任教員と

して採用される比率が比較的に高い.そこで､兼任教員の資格審査の手続きが韮本的には専任教

員と同様に扱われる｡雅任教員は職能開発の活動に参加するのが可稚であるが､普段は義務付け

られるものではない｡

研究面では大学院生が国家科学委員会研究班計画 (科研非に相当)の RA (専任 131仁任)とし

て任用され､または研究協力者としてTfr画に参加すると､研究能力の向上や経歴の部将に役立つ｡

5 大学教員の任用 (採用主体 ･手続,公募/指名.選考方法.採用の一般的な基準)

(A)採用主体 ･手紙

教員採用の主体は各大学である｡採用にあたっては ｢公平､公正､公開｣の原則に沿って行 う

ため､マス .メディアまたは学術誌などで公募 しなければならない (大学法第 18条､教笥人員

任用条例第 26粂)｡そこで､学科主任または大学院研究科長が人7Ji部を通 し,公掛 こ申nlLた

者の空き類を学科 (大学院)､学部､全学の教員評審委fl会に提出する｡審査に合格したものは早

長が任用する｡教員評審委員会の設置力法は教育部が定める｡
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